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２０２３年１２月 期末・勤勉手当（ボーナス）の支給状況 

 

 

本市職員の２０２３年１２月ボーナスは、前年度の人事院勧告に基づく改定により、前年ボーナスと比べて引

下げ（△０．０５月）となります。 

ただし、今年度の人事院勧告に基づく、ボーナスを引き上げる（＋０．１月）条例が改正された場合、前年ボ

ーナスと比べて引上げ（＋０．０５月）となります。 

※ 改正後についてはＰ.２＜参考＞以降を参照 

 

１ 支給月数（改正前） 

 ２０２３年１２月 ２０２２年１２月 対前年１２月比 

特 別 職 ２．１７５月 ２．２２５月 △０.０５０月 

一 般 職 ２．２００月 ２．２５０月 △０.０５０月 

 

２ 支給額等（改正前） 

 ⑴ 特別職及び市議会議員 

   ２０２３年１２月 ２０２２年１２月 対前年 12月比 

市  長 2,829,240円  2,894,280円  △65,040円  

副 市 長 2,335,950円  2,389,650円  △53,700円  

議 長 1,910,520円  1,954,440円  △43,920円  

副 議 長 1,740,870円  1,780,890円  △40,020円  

議 員 1,571,220円  1,607,340円  △36,120円  

（注１）支給額は所得税、社会保険料等の控除前の額です。 
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⑵ 一般職（平均支給額） 

区 分 

２０２３年１２月 対前年１２月比 

支給対 

象者数 
平均年齢 平均支給額 

支給対 

象者数 
平均年齢 平均支給額 

管 理 職 305人 52.7歳 1,083,524円 ＋11人 ＋0.2歳 △37,922円 

一 般 職 

(非管理職) 
1,627人 42.4歳 785,181円 △18人 △0.2歳 △17,750円 

全 職 員 1,932人 44.0歳   832,280円 △7人 △0.1歳 △18,946円 

  

  ⑶ 支給総額等 

 
（改正前） 

２０２３年１２月 
２０２２年１２月 対前年１２月比 

支 給 総 額 約１６億６，４００万円 約１７億８００万円 約△４，４００万円 

支給対象者数 １，９９６人 ２，００３人 △7人 

（注２）支給対象者数は、特別職及び市議会議員を含んだ人数です。 

 

３ 支給日 

  ２０２３年１２月８日（金） 

 

 

 

＜参 考＞ 人事院勧告に基づく給与改定について 

  今年度の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定の取り扱いを踏まえ、本市特別職及び一般職の給与

を改定するための条例改正案を、現在開会中の１２月議会に提出しています。 

  この条例改正案が可決されれば、特別職及び一般職のボーナスの支給月数（＋０．１月）及び給料月額等が

引上げとなり、この改定によって生じた差額を１２月２８日（木）に支給する予定です。 

 

４ 支給月数（改正後） 

 
（改正後） 

２０２３年１２月 
２０２２年１２月 対前年１２月比 

特 別 職 ２.２７５月 ２．２２５月 ＋０.０５０月 

一 般 職 ２.３００月 ２．２５０月 ＋０.０５０月 
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５ 支給額等（改正後） 

 ⑴ 特別職及び市議会議員 

   
（改正後） 

２０２３年１２月 
２０２２年１２月 対前年１２月比 

市  長 2,959,320円  2,894,280円  65,040円  

副 市 長 2,443,350円  2,389,650円  53,700円  

議 長 1,998,360円  1,954,440円  43,920円  

副 議 長 1,820,910円  1,780,890円  40,020円  

議 員 1,643,460円  1,607,340円  36,120円  

 

⑵ 一般職（平均支給額） 

 
（改正後） 

２０２３年１２月 
２０２２年１２月 対前年１２月比 

管 理 職 1,133,923円     1,121,446円  12,477円   

一 般 職 

（非管理職） 
828,251円    802,931円  25,320円   

全 職 員 876,507円   851,226円  25,281円  

 

⑶ 支給総額 

 
（改正後） 

２０２３年１２月 
２０２２年１２月 対前年１２月比 

全 職 員 約１７億５，２００万円 約１７億８００万円 約４，４００万円 

   ※ 条例改正案が可決されれば、１２月２８日に２⑶に記載の改正前の支給総額と上記５⑶に記載の改正後

の支給総額の差額約 8,800万円を支給する予定です。 

 

 


